
基本チェックリストを受けます 

６５歳以上の方のサービス利用の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防・日常生活支援総合事業 

 

 

お住まいの地区を担当する地域包括支援センター、または高齢者福祉課や

各分庁舎市民生活課に相談します 

                       

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳以上の人 

要介護（要支援）認定を受けます 

 

要介護 

１～５の人 

要支援 

１・２の人 
非該当の人 

生活機能の低下が 
みられた人 

自立した生活が 
送れる人 

介護サービス

が利用できま

す 

介護予防サービスが 

利用できます 

介護予防ケアマネジメント 

地域包括支援センター等で、本人や

家族と話し合い、介護予防・生活支

援サービス事業を利用するためのケ

アプランを作成します 

●要支援１，２の認定を受けた人 

●基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人  

介護予防・生活支援サービス事業 

が利用できます 

●６５歳以上のすべての人 

一般介護予防事業 

が利用できます 


